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認定こども園に関する最近の提言等 

 

「社会総がかりで教育再生を-第二次報告-」（平成 19 年 6 月教育再生会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間的な取りまとめ（平成 19 年 11 月地方分権改革推進委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料３

４ 国民・住民本位の地方分権改革 

（２）個別の行政分野・事務事業の抜本的見直し・検討 

＜重点事項＞ 

③ 幼保一元化 

〔認定こども園制度〕 

最近の急速な少子化、男女共同参画、就業構造の変化等のなかで、幼児教育・

保育に対するニーズは多様化している。こうした状況を踏まえ、就学前の子ど

もの教育・保育及び地域の子育て支援を総合的に提供する施設として、認定こ

ども園制度が平成18 年10 月からスタートし、本年８月までに全国で105 件の

認定こども園が誕生している。今後もその数は増える見通しであるが、認定こ

ども園制度については、従来の保育所と幼稚園の二つの制度を前提としている

ため、認定等に係る事務処理や会計処理などが複雑であるとの指摘がなされて

いる。したがって、現場の実情を踏まえた運用改善に積極的に取り組むべきで

ある。 

 

〔幼保一元化に向けた制度改革〕 

あわせて、保育所の入所要件は、保護者が仕事により育児ができないなどの

「保育に欠ける」場合としているが、保護者の就労状況や家庭状況など児童を

めぐる状況は大きく変化している。このため、入所要件としての「保育に欠け

る」概念を見直すべきである。さらなる幼保一元化の実現を目指して、幼稚園・

保育所について所管省が責任を持って、省の枠組みにとらわれずに抜本的な見

直しを行い、地域の実情に応じた子育て施設の設置を可能とすべきである。そ

の際、認定こども園においては、入所要件に当たらない児童の保育が認められ

ていることや、直接契約方式の採用など、柔軟な制度となっていることを踏ま

えるべきである。 

加えて、認定こども園制度についても、法施行後５年経過時点とされている

見直しを前倒して行うべきである。 

Ⅱ．心と体－調和の取れた人間形成を目指す 

提言３ 親の学びと子育てを応援する社会へ 

【学校と家庭、地域の協力による徳育推進、家庭教育支援や育児相談の充実、科

学的知見の積極的な情報提供、幼児教育の充実、有害情報対策】 

○国、地方自治体は、地域の子育て支援の機能を持つ認定こども園制度を積極的

に推進する。 
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「社会総がかりで教育再生を-第三次報告-」（平成19年 12月教育再生会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新待機児童ゼロ作戦（平成 20 年 2 月厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 論 

６．社会総がかりでの子供、若者、家庭への支援 ～青少年を健全に育成する仕組み

と環境を～ 

（３）幼児教育を充実する、子育て家庭、親の学びを地域で支援する 

○幼児期からの規律ある生活習慣や情操教育を重視する、将来的な幼児教育の

無償化を検討する 

・ 当面、認定こども園の設置促進、保護者の経済的負担の軽減、延長保育

の充実などを進める。また、保護者が延長保育に頼らなくてもいい社会環

境の整備を目指す。将来的な「幼保一元化」についても、検討を進める。 

４ 具体的施策 

  当面、以下の取組を進めるとともに、集中重点期間における取組を推進する

ため、待機児童の多い地域に対する重点的な支援や認定こども園に対する支援

などについて、本年夏頃を目途に検討を行う。 

 

 （４）地域や職場の実情に応じた取組の推進 

   ① 認定こども園の設置促進等 

     地域の多様なニーズに柔軟かつ適切に対応するため、認定こども園の

設置促進や幼稚園における預かり保育の充実を図る。 
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「規制改革推進のための３か年計画（改定）」（平成 20 年 3 月閣議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉、保育、介護 

（２）保育分野 

① 「認定こども園」の普及促進のための取組【平成 19 年度調査実施、平

成 20 年度から措置】 

平成 19 年４月１日現在の調査結果では、平成 19 年度中の申請見込件

数 542 件であったのに対し、これまでに「認定こども園」の認定を受け

たのは４分の１以下の 105 件（平成 19 年８月現在）にとどまっている。 

「認定こども園」については、根拠法令や所管省庁が異なることによ

り、あらゆる手続き上の不便さを訴える声が地方公共団体よりあがって

いる。運用面の課題解決は、法改正を伴わないものも多い。地方公共団

体や事業者にとっての負担の軽減という観点からも、可及的速やかに実

態調査を実施し、認定・認可・補助金に係る申請や会計報告、監査等の

事務処理にとどまらず、改善のための方策を講ずる。調査に際しては、「認

定こども園」の普及促進の観点から、地方公共団体、施設、利用者の声

が反映されるよう工夫する。（Ⅲ福祉イ①ｂ） 

 

Ⅲ 措置事項 

11 福祉・保育等関係 

イ 保育 
当初計画等

との関係 
実施予定時期 

事項名 措置内容 

 
平成19

年度 

平成20

年度 

平成21

年度 

①「認定こ

ども園」

の普及促

進のため

の取組 

(文部科学

省、厚生労

働省) 

ａ 平成 18 年 10 月より制度化された認定こ

ども園について、より多くの施設が認定を

受け、広く普及するよう、各自治体におけ

る認定状況や施設の利用状況などを把握・

評価・公表し、適宜、制度の改善を図る。

計画・福祉イ

⑥ａ 

 

適宜措置 

 

 

 

 ｂ 「認定こども園」については、根拠法令

や所管省庁が異なることにより、あらゆる

手続き上の不便さを訴える声があがってい

る。運用面の課題解決は、法改正を伴わな

いものも多い。地方公共団体や事業者にと

っての負担の軽減という観点からも、可及

的速やかに実態調査を実施し、認定・認可・

補助金に係る申請や会計報告、監査等の事

務処理にとどまらず、改善のための方策を

講ずる。調査に際しては、「認定こども園」

の普及促進の観点から、地方公共団体、施

設、利用者の声が反映されるよう工夫する。

重点・福祉

（２）①〔計

画・福祉イ⑥

ｂ〕 

調査実

施 

平成20年度から

措置 
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教育振興基本計画について（平成２０年４月中央教育審議会答申） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 今後５年間に総合的かつ計画的に取り組むべき施策 

（３）基本的方向ごとの施策 

  基本的方向２ 個性を尊重しつつ能力を伸ばし、個人として、社会の一員と

して生きる基盤を育てる。 

 

  ⑤ 幼児期における教育を推進する 

  【施策】 

   ◇ 認定こども園の活用など幼児教育を受けられる機会の提供の推進 

      国民の多様なニーズに応えるため、認定こども園については、利用

者のニーズや施設の認定申請の希望を踏まえつつ、今回の計画期間中

のできる限り早期に認定件数が２，０００件以上になることを目指

し、制度の普及啓発や幼保連携型認定こども園への円滑な移行に向け

た運用改善など必要な支援を講じる。（略） 

 

（４）特に重点的に取り組むべき事項 

 

  ◎ 豊かな心と健やかな体の育成 

○ 幼児教育の推進 

  （略）あわせて、認定こども園については、今回の計画期間中のでき

る限り早期に認定件数が２，０００件以上になることを目指し、制度の

普及啓発や幼保連携型認定こども園への円滑な移行に向けた運用改善

など必要な支援を講じる。 


